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今月の新着図書 Newly-imported books

会いに行ける人気者たちが
大集合 ! 北海道から沖縄ま
で、日本全国の動物園や水
族館、テーマパークなどで
暮らす生きものをオールカ
ラーの写真で紹介。ページ
をめくるだけでも楽しいシ
リーズです。
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図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS
夏休み工作会「ペーパークラフトをつくろう！」開催し
ます
　絵本作家クリス・ホートンの人気絵本「ちょっとだけまいご」の子ふ
くろうを、みんなで作ってみませんか？
日　時　８月 17 日㈭　10 時３０分～１２時まで
参加費　無料

裁判官の爆笑お言葉集・驚異の超常現象・神秘の古
代遺産・プラモデルがうまくなる本・ひとり分やる
気1％ごはん・おこじょさんと家飲み家ご飯・80歳、
村上祥子さんの長生き発酵食レシピ・71 歳、74
歳夫と 97 歳義母と大人だけで楽しく暮らす・メイ
クがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全
部聞いてみた・骨灰（冲方丁）・ハンチバック（市
川沙央）　ほか

シナぷしゅいっしょにあそぼ・シナぷしゅちがうの
ど～こだ？・ぜったいにかいちゃダメ？（ビル ･ コッ
ター）・あんしんあにまるず。（リサ ･ ラーソン）・
どすこいすしずもう（アンマサコ）・オレ、なんに
もしたくない（デヴ ･ ペティ）・チーター大セール（高
畠那生）・みて！（高畠那生）・あめつぶさん（とよ
たかずひこ）・絶体絶命ゲーム 13（藤ダリオ）・恐
怖コレクター 20（佐東みどり）　ほか

大迷惑なおじいちゃんの大
きなくしゃみ。でも、すご
いことができるんだって。
木の上のりんごを落とした
り、猛獣を追い払ったり、
空を飛んだり！おじいちゃ
んと孫の交流を描いたユー
モアたっぷりの絵本です。

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎0158－84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日　月曜日、年末年始、
　　　　蔵書点検期間

h t t p s : / / www .
t o w n . o u m u .
h o k k a i d o . j p /
kanko _bunka _
sports/toshokan/
index.html

図書館ホームページ

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

「平和について考えよう」展示
　今年、マンガ「はだしのゲン」が連載 50 年となります。これを記念し
て、ヒロシマ・ナガサキを題材とした小説や絵本・漫画を展示中です。
　当時の惨状を詳しく描いた作品から、強く生き抜いた人々の姿を描いた
作品まで、幅広く展示しています。
展示期間　8 月 15 日㈫まで

「読書感想文おすすめ特集」展示
　令和５年度の読書感想文全国コンクール「課題図書」のほか、感想文が
書きやすい、夏休みにぴったりのおすすめ図書をあつめました。
展示期間　8 月 20 日㈰まで

暮らしの

年金情報老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ受給ができます

年齢 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
支給率
（%） 70 76 82 88 94 100 108.4 116.8 125.2 133.6 142

◉昭和 37年 4月 1日以前に生まれた人の支給率早見表 (65 歳で受け
　る年金額を100%とした場合 ) ※支給率は月単位で変動します。

◉繰上げ受給（60歳以上65歳未満）
　60 歳以上 65 歳未満の人で繰上げ受給を希望する場合に受給できます。
　ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金額が減額され、減額率は一生変わりません。

　繰上げ請求をする際の注意事項
・繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から支給されます。請求した後は取消しすることはでき

ません。

・老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。

・繰上げ請求をした場合は、65 歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金などの年金と併給でき
ません。

・繰上げ請求をした日以降は、寡婦年金は支給されません。また、すでに寡婦年金を受給されてい
る人は、寡婦年金の権利がなくなります。

・繰上げ請求をした日以降は、事後重症による障害基礎年金を請求することができません。

◉繰下げ受給（66歳以降75歳まで）
　66 歳以降に繰下げ受給を希望する場合に受給できます。繰下げた期間によって年金額が増額と
　なり、一生増額率は変わることはありません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下
　げることができます。

　繰下げ請求をする際の注意事項
・加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間中は、加給年金額や

振替加算を受け取ることができません。

・65 歳の誕生日の前日から 66 歳の誕生日の前日までの間に他年金（遺族年金・障害年金等）の
受給権がある場合は繰下げ請求できません。

・66 歳以後の繰下げの待機期間に他年金の受給権が発生した場合は、その時点で増額率が固定さ
れ、年金の請求手続を遅らせても増額率は変わりません。

問住民生活課戸籍住民係
問北見年金事務所お客様相談室　☎0157‐ 25‐ 8703（自動音声案内1→ 2）


